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がん対策の推進に関する日本臨床細胞学会からの要望 

― 細胞診業務の重要性について ― 

 

 

要望点 

１．がん対策基本法の基本方針策定やその施行において、細胞診の意義や重要

性について十分ご考慮いただくこと。 

２．「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」において、細胞診に関する事

項を明記していただくこと。 

 

要望理由 

１．がん対策事業における細胞診の重要性 

昭和 37(1962)年に発足した日本臨床細胞学会（本学会）は、以来 40 数年に

亘り、細胞診業務を通じ、「がん検診を中心とした予防医学」および「医療」の

両面において、がん対策に貢献してきた。 

１）がん検診における重要性：細胞診は、がん検診のなかでも最も歴史の深

い子宮頸部がんを筆頭に、子宮体がん、肺がんの分野で重要な役割を担

ってきた。「がんの予防及び早期発見の推進」における細胞診の果たす重

要性は今後も益々高まっていくものと思われる。 

２）がんの診断・治療における重要性 

 ・細胞診は、病理検査とは一線を画する独自の診断学として発展してきた。

実際、がんの確定診断上、組織学的検査が不可能な場合においても、内

視鏡的技術および針穿刺技術による細胞診検査が極めて有用な場合が多

くみられる。 

 ・組織学的検査に比べて侵襲の少ない細胞診は、繰り返し検査が容易であ

り、がん治療効果の判定にも極めて有用なツールである。 

 ・最近では、分子生物学との融合（例えば、子宮頸癌におけるヒトパピロ

ーマウィルス DNA 検査）や新手法(例えば、液状細胞診システム)の導入な

どの新たな展開をみせている。 



２．がん診療連携拠点病院における細胞診の重要性  
以上のことから、がん診療連携拠点病院の整備充実を考える際に、細胞診部

門を充実させていくことは、地域住民のがん発見・診断・治療上、極めて重要

なことと思われる。  
しかしながら、現在、都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携

拠点病院に指定されている 179 病院において、本学会による細胞診施設認定を

受けた病院は 70%(126/179)ほどにすぎない。細胞診の重要性が、がん診療連携

拠点病院指定の際、十分には考慮されていないのではないかと懸念される。 

そこで、「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」において、以下の項目

の実現を要望したい。 

１）「診療体制＞診療機能＞各医療機関が専門とする分野」のなかに、病理

診断と併記する形で細胞診断の項目を記載していただくこと。 

２）「診療体制＞診療機能＞地域の医療機関への診療支援や病病連携・病診

連携の体制」のなかに、病理診断と併記する形で細胞診断の項目を記

載していただくこと。 

３）「診療体制＞診療従事者＞専門的ながん医療に携わる医師の配置」にお

いて、「細胞診断医（細胞診専門医）が 1 人以上配置されているか、

又は他の医療機関から協力を得られている体制が確保されているこ

と」を、病理診断医と併記する形で記載していただくこと。 

４）「診療体制＞診療従事者＞専門的ながん医療に携わるコメディカルスタ

ッフの配置」において、「細胞診専門医との共同作業で実施される細

胞診断業務を専門とする臨床検査技師（細胞検査士）が 1 人以上配置

されていることが望ましい。」を記載していただくこと。 

５）「診療体制＞医療施設」のなかに、専門的検査室の設置として、 

     ア 病理検査部門が設置されていることが望ましい。 

     イ 細胞検査部門が設置されていることが望ましい。 

     を記載していただくこと。 

 ６）「都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件＞地域がん診療連携拠点病

院で専門的ながん医療を行う医師・薬剤師・看護師等を対象とした研修

を実施すること」において、臨床検査技師を追加していただくこと。 

 

以上 


